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  地地元元国国会会議議員員へへのの陳陳情情活活動動  

      令和３年度 税制改正大綱のポイント （要望に対する結果概要）      
 国に対する要望活動、とりわけ「税制改正」「土地住宅政策」に関する要望については、全宅連（全国宅地建物取引業協

会連合会）の作成した要望書に基づき、例年、衆参国会議員を通じ全国一斉に陳情活動を展開している。今回も昨年11月、

地元国会議員（自民党所属11名）宛て要望書を提出した。重点要望事項と結果概要は次のとおり。 

  

１１．．  適適用用期期限限をを迎迎ええるる各各種種税税制制特特例例措措置置のの延延長長等等  
  （（１１））固固定定資資産産税税のの負負担担調調整整措措置置等等のの延延長長及及びび税税額額のの据据ええ置置きき措措置置のの創創設設  

① 土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置及び条例減額制度の延長 

土地に係る固定資産税・都市計画税について、商業地等に係る固定資産税を前年同額に据え置く特例など、

現行の負担調整措置及び条例減額制度の適用期限（令和３年３月３１日）を延長すること。 

② 固定資産税の税額の据え置き措置の創設 

来年度に控えている固定資産税の評価替えは、本年１月１日時点の地価を基準としており、今般のコロナ不

況下での価格が反映されない。コロナ禍で企業の業績が悪化している中での税負担増は、日本経済にさらな

る追い打ちをかけるおそれがあるため、当面の間、固定資産税の課税標準を据え置くこと。 

➠ 以以下下のの延延長長おおよよびび措措置置がが講講じじらられれまますす。。 
○ 現行の負担調整措置等について令和６年３月３１日まで３年間延長。 

○ その上で、令和３年度限りの措置として評価額が一定割合上昇する商業地、住宅地、農地すべての土地に

ついて令和３年度の課税標準額を令和２年度の課税標準額と同額とする（課税標準額の据置）。          

  （（２２））土土地地のの売売買買にに係係るる登登録録免免許許税税のの軽軽減減税税率率のの据据ええ置置きき  

          土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率について、現行の税率（1.5％）を令和３年４月１日 

   以降も当面据え置くこと。 

➠ 令令和和５５年年３３月月３３１１日日ままでで２２年年間間延延長長さされれまますす。。  

  （（３３））中中古古住住宅宅及及びびそそのの敷敷地地にに係係るる買買取取再再販販にに係係るる不不動動産産取取得得税税のの特特例例措措置置のの延延長長  

          宅建業者が中古住宅を買い取り、一定の質の向上のための改修工事が行われた中古住宅を販売する場合の、

宅建業者の中古住宅及びその敷地取得に係る不動産取得税の軽減税率（令和３年３月３１日）を延長すること 

➠ 令令和和５５年年３３月月３３１１日日ままでで２２年年間間延延長長さされれまますす。。  
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  （（４４））不不動動産産取取得得税税にに係係るる特特例例措措置置のの延延長長  

   不動産取得税に係る以下の特例措置の適用期限（令和３年３月３１日）を延長すること。 

    ① 住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置（本則：４％→３％） 

    ② 宅地評価土地の取得に係る課税標準を２分の１とする特例措置 

➠ 令令和和６６年年３３月月３３１１日日ままでで３３年年間間延延長長さされれまますす。。  

  （（５５））住住宅宅ロローーンン減減税税のの控控除除期期間間のの延延長長措措置置のの適適用用期期限限のの延延長長 

     控除期間の延長措置（10 年→13 年）については消費増税対策として導入された措置であるが、コロナ感染症

の拡大による現下の状況に鑑み、無理のない住宅取得を支援するため、適用期限（令和２年１２月３１日）を延長す

ること。 

➠ 以以下下ののととおおりり延延長長さされれまますす。。  
○ 次に定める期間内に契約した場合、控除期間１３年間の特例について、令和４年１２月３１日までの入居者

を対象として２年間延長する。 

     イ. 居住用家屋の新築 

→ 令和２年１０月１日から令和３年９月３０日までの契約 

ロ. 建売住宅、宅建業者売主の既存住宅及び増改築 

→ 令和２年１２月１日から令和３年１１月３０日までの契約              

○ 上記の場合においては、合計所得金額１,０００万円以下の者について床面積４０㎡以上５０㎡未満である

住宅の用に供する家屋についても適用できることとする。 

 

  （（６６））そそのの他他適適用用期期限限をを迎迎ええるる各各種種税税制制特特例例措措置置のの延延長長  

    ① 特定住宅地造成事業等に係る土地等の譲渡所得の１,５００万円特別控除 … 令和２年１２月３１日 

➠ 適適用用対対象象かからら開開発発許許可可をを受受けけてて行行わわれれるる一一団団のの宅宅地地造造成成事事業業がが除除外外さされれままししたた。。  

    ② 地域福利増進事業に係る特例措置 … 令和３年３月３１日 

➠ 令令和和５５年年３３月月３３１１日日ままでで２２年年間間延延長長さされれまますす。。  

    ③ 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等を譲渡した場合の２,０００万円特別控除 … 令和３年３月３１日 

➠ 令令和和８８年年３３月月３３１１日日ままでで５５年年間間延延長長さされれまますす。。  

２２．．  老老朽朽化化ママンンシショョンンのの建建替替ええ等等のの促促進進にに係係るる措措置置のの拡拡充充  
   マンション建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、老朽化マンションの再生を促進するため、敷地分割事業

の創設に伴い税制上の措置を創設するとともに、要除却認定マンションの対象拡大に伴い税制上の措置対象を拡充

すること。 

➠ 税税制制上上のの所所要要のの措措置置がが講講じじらられれまますす。。  

３３．．  災災害害ハハザザーードドエエリリアアかかららのの移移転転促促進進ののたためめのの特特例例措措置置のの創創設設  
   災害ハザードエリア内にある施設や住宅の移転は、移転費用や移転先確保等の理由により移転が進まないことか

ら、防災移転に係る特例措置を創設すること。 

➠ 以以下下のの措措置置がが創創設設さされれまますす。。  
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○ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの間に都市再生特別措置法の居住誘導区域等権利設定等促

進区域に基づき取得する不動産の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減

する措置を講ずる。 

① 所有権の移転登記 １％（本則２％） 

② 地上権等の設定登記 0.5％（本則１％） 

○ 都市再生特別措置法の規定による公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づく移転によ

り取得した不動産に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の５分の１に相当する額を価格から控

除する課税標準の特例措置を令和５年３月３１日まで講ずる。 

４４．．  住住宅宅ロローーンン控控除除等等のの要要件件のの緩緩和和  
  （（１１））築築年年数数要要件件のの廃廃止止  

     住宅ローン控除、登録免許税の特例、住宅取得資金等贈与制度等の築年数要件（20年または25年）を廃止し、

昭和５６年６月１日以降に建築確認を受けた住宅又は耐震基準適合証明がなされたものを特例の適用対象とする

こと。 

  （（２２））床床面面積積要要件件のの見見直直しし  

     今後ひとり暮らし世帯の増加が予想されることから、住宅ローン控除、登録免許税の特例、住宅取得資金等贈与

制度等の床面積要件を３５㎡以上とすること。 

➠  （（２２））住住宅宅ロローーンン控控除除、、住住宅宅取取得得資資金金贈贈与与ににつついいてて、、床床面面積積要要件件がが引引きき下下げげらられれまますす。。  
  

  （（３３））二二地地域域居居住住住住宅宅へへのの適適用用  

          空き家問題への対処、地方部への移住・定住・二地域居住の促進策として、二地域居住住宅（セカンドハウス）

の取得についても住宅ローン控除の適用対象にすること。 

➠ そそのの他他今今後後のの課課題題ととししてて、、引引きき続続きき要要望望ししててままいいりりまますす。。  

５５．．  小小規規模模住住宅宅用用地地にに係係るる固固定定資資産産税税軽軽減減措措置置のの拡拡充充  
   譲渡を前提に空き家を解体し更地にした場合、一定期間は住宅用地の固定資産税軽減措置（小規模住宅用地 

 １／６、一般住宅用地１／３）の適用対象とすること。 

➠ 今今後後のの課課題題ととししてて、、引引きき続続きき要要望望ししててままいいりりまますす。。  

６６．．  空空きき家家・・空空きき地地等等をを取取得得ししたた場場合合のの税税制制特特例例のの創創設設  
   空き家・空き地等の有効活用を図るため、一定の空き家・空き地（隣地等）を取得した場合の不動産取得税等に係

る軽減措置を創設すること。 

➠ 今今後後のの課課題題ととししてて、、引引きき続続きき要要望望ししててままいいりりまますす。。  

７７．．  総総合合的的なな流流通通課課税税のの見見直直しし  
将来的に消費税率の更なる引き上げが考えられることを踏まえ、不動産取得税の見直しや、不動産譲渡契約書等

に係る印紙税の廃止等、不動産流通に係る多重課税を抜本的に見直すこと。 

➠ 今今後後のの課課題題ととししてて、、引引きき続続きき要要望望ししててままいいりりまますす。。  
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８８．．  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響をを踏踏ままええたた固固定定資資産産税税等等のの軽軽減減措措置置のの拡拡充充  
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の固定資産税等の軽

減措置が創設されたが、事業者の保有する建物や設備が対象となっており土地が除外されていることから、土地の

固定資産税等についても軽減措置の対象とすること。 

➠ 今今回回のの大大綱綱ににはは盛盛りり込込ままれれまませせんんででししたた。。 

９９．．  ココロロナナ感感染染問問題題をを踏踏ままええたた十十分分かかつつ総総合合的的なな対対策策 
コロナウイルス感染症の拡大により不動産市場は大きな打撃を受け、また個人消費の大幅な落ち込み等により取

得マインドが低下している。こうした状況に鑑み、住宅ローン減税や住宅取得資金贈与制度の拡充、さらには、すまい

給付金の拡充や、次世代住宅ポイント制度の復活等の予算措置を講じるとともに、さらには家賃支援給付金・住宅

確保給付金の円滑・迅速な給付を図るなど、総合的かつ機動的に対策を講じること。 

➠ 住住宅宅取取得得資資金金贈贈与与制制度度のの拡拡充充やや住住ままいい給給付付金金のの適適用用期期限限延延長長、、ググリリーーンン住住宅宅ポポイインントト制制度度がが  

        創創設設さされれまますす。。  

【概要】 

○ 住宅取得資金贈与制度の拡充 

► 令和３年４月１日から１２月３１日までの契約について、令和２年の措置（最大１,５００万円）を維持 

► 合計所得金額が１,０００万円以下の者について、住宅の面積要件の下限を４０㎡に引き下げ（現行：所得

要件２,０００万円以下、面積要件（下限）５０㎡以上） 

○ グリーン住宅ポイント制度 

   高い省エネ性能の住宅取得者等に対して、「新たな日常」等に対応した商品や追加工事と交換できるポイ

ントを発行。 

  ► 住宅の新築（持家） 最大１００万 Pt/戸 

  ► 既存住宅の購入（持家） ３０万 Pt/戸 

  ► 住宅の新築（賃貸） １０万 Pt/戸 

  ► 住宅のリフォーム（持家・賃貸） 工事費の約 1 割 最大３０万 Pt/戸 ※ 

  ※ 若者・子育て世帯は最大４５万 Pt/戸 

  ※ 既存住宅については、東京２３区から地方移住するための住宅や空き家バンク登録住宅などが想定され

ている（詳細は未定）。  

                            陳情先 地元国会議員（順不同） 
  衆議院議員 衆議院議員 衆議院議員 衆議院議員 衆議院議員 衆議院議員 
        

  上川 陽子 井林 辰憲 宮澤 博行 深澤 陽一 吉川   赳 勝俣 孝明  
  衆議院議員 衆議院議員 参議院議員 参議院議員 参議院議員  
        

  城内   実 塩谷   立 牧野 京夫 岩井 茂樹 片山さつき  

4　静政連だより　第40号（2021．４）



                                    政政治治連連盟盟のの組組織織とと会会費費のの使使途途                                        

  様様々々なな法法律律ががかかららみみ、、ととききのの政政治治･･経経済済情情勢勢にに左左右右さされれややすすいいののがが不不動動産産業業でですす。。ここれれがが「「不不動動産産業業はは政政策策産産業業」」とといいわわれれるる所所

以以でであありり、、政政策策産産業業ででああるるががゆゆええにに公公益益法法人人ででああるる宅宅建建協協会会のの活活動動だだけけでではは限限界界ががあありりまますす。。業業界界のの権権益益をを守守りり、、不不動動産産のの円円滑滑なな

流流通通をを促促進進すするるたためめににはは、、「「国国民民のの住住宅宅取取得得をを著著ししくく阻阻害害しし我我々々のの業業のの妨妨げげととななっってていいるる税税制制やや諸諸規規制制をを是是正正ししななけけれればばななららなないい」」

とといいううここととはは、、業業界界人人なならら誰誰ししもも認認識識ししてていいるるととこころろでですす。。そそししてて、、そそのの実実現現ににはは、、会会員員一一人人一一人人がが結結束束ししてて強強力力なな““政政治治活活動動””

をを推推しし進進めめてていいかかななくくててははななりりまませせんん。。不不動動産産業業界界のの発発展展にに政政治治活活動動はは不不可可欠欠でですす。。是是非非、、政政治治連連盟盟のの活活動動ににごご協協力力下下ささいい。。      

「静岡県宅建政治連盟」 の組織 
 当連盟には、宅建協会会員（正会員･準会員･賛助会員 すべて）の代表者個人に所属して頂いております。ときの政権政党を通

じて要望・陳情を行なう活動スタンスを主眼としておりますが、もちろん、自民党だけでなく他の政党が政権を担う場合も、積極

的に要望活動や支援活動を行ないます。各種公職選挙の推薦候補者についても、当業界に相応しい候補者を機関決定すべく協議を

重ねています。 

 政治資金規正法上、県選挙管理委員会にも正しく届出をしてあり、会計も公正な処理を行なっております。徴収した会費は、宅

建顧問県議団や市町議会議員を通じた要望活動や政権政党を通じた国への要望活動など、一定の政党に片寄ることなく政治連盟に

おける政治活動全般に使用します。 

常に “まちづくり” への参画を念頭において活動しています 

 県内の懸案事項に関し、不動産業に理解ある県議会議員で構成する「宅建顧問県議団」の助言を得て、行政に対する積極的な要

望活動を行なうことにより、都市計画やまちづくりへの参画を常に心掛けています。 

国の施策にも影響を与える粘り強い要望活動 

 個々の力は小さくとも、組織として一致団結すれば大きな原動力となります。全国には都道府県ごとに宅建政治連盟が組織され、

それぞれ地元で活動する一方、国の施策に対しては、その連合体である「全国宅建政治連盟」を通じ全会員が一丸となって粘り強

い要望活動を展開しています。特に、全国一斉に行なう税制改正・土地住宅政策に関する要望活動は、国の施策に大きな影響力を

与えており、我々の要望活動による成果が、業環境はもとより景気動向をも左右するといっても過言ではありません。 

会費こそ当連盟の活動原資です 

 昨年来のコロナ禍により、全国的に経済活動の停滞が長期化する模様で、未だ回復の見通しが立ちません。不動産業は “政策

産業”であり、このような状況下においても、不動産関連税制の見直しや土地住宅政策等、世論も味方につけた要望活動の継続が

不可欠です。そして、この要望活動によって得られる成果は会員がそれぞれ等しく享受できるものであり、その費用負担について

も公平を図らなくてはなりません。会費こそ正に当連盟の活動原資となるものです。是非、活動内容をご理解いただき、会費納入

にご協力下さるよう宜しくお願い致します。年会費は5,000円です。 

 なお、当連盟のような政治団体は、政治資金規正法により、法人（会社や組合等）から会費を頂くことができません。あくまで

も代表者個人の方より納入して頂くことになりますので、領収書についても代表者個人宛てになりますことをご了承下さい。ただ

し、自民党員として登録した会員（代表者個人）が、自民党静岡県宅建支部（職域支部）を通じて同額の年会費を納めて頂ける場

合は、政党への寄付に該当しますので法人宛てに領収書の発行が可能です。ご不明な点や詳細につきましては、当連盟事務局また

は所属地区（宅建協会所属支部）までお願い致します。 

 

                      令和３年度「年次大会」の開催について              

  令和３年度 静岡県宅建政治連盟 「年次大会」 を、本年５月２８日(金)、静岡県不動産会館 （宅建協会本部） において開催致します。 

政治団体である当連盟 「年次大会」 は、従来どおり 代議員制 で行います。 役員・代議員の皆様宛てに大会開催のご案内通知 （出欠

届･委任状用 郵便ハガキを同封） 及び議案書を５月１３日以降、順次発送します。つきましては 『出欠届』 のハガキ （ご欠席の場合は委

任状欄を記入） を、必ず指定期日までにご提出下さるよう、ご協力をお願い致します。                                    

  なお、本来であれば多数の代議員の皆様にご出席いただきたいところですが、新型コロナの感染者数は下げ止まりの傾向が続いてお

り、未だ収束の見込みが不透明な状況において、会場での密を避けるため可能な限り 「委任状」 でご対応いただければ幸いです。                    

                   ※ なお、出席対象者以外の会員の皆様には、大会終了後、直近の配布物と一緒に議案書 （大会資料） をお送り致します。        
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 長泉町へ要望書を提出 

地元地区における市町への要望活動を積極的に実施！ 
 

 

公静宅建 第107号 

令和3年2月24日 

 

長 泉 町 長 

  池 田    修 殿  

   

（公社）静岡県宅地建物取引業協会 

副会長 渡 邊  照 芳 

東部支部長 藤 田 昭一 

 

要 望 書 

 
位置指定道路の延長申請や道路内の掘削等について、私道所有者および抵当権者の印鑑証明

書付同意書を必要とする条件の緩和、または位置指定道路の所有権を自治体へと移管。 

 
〔〔現現状状・・問問題題点点〕〕  

既存の位置指定道路を延長および道路内の掘削等の工事をする場合、現状では、私道所有者全

員の同意書と印鑑証明書、抵当権者（主に金融機関）全員の同意書と印鑑証明書が必要とされ

ているが、印鑑証明書の期限である3か月以内に全員の同意を得ることが困難な場合もある。 

また、抵当権者については、実印や印鑑証明書の提供に難色を示される場合もある。 

 

〔〔要要望望事事項項〕〕  

位置指定道路の延長に掛かる許可および道路内の掘削等の工事をする場合については、私道

所有者、抵当権者らの実印や印鑑証明書を必須とする条件を緩和する等、簡素化していただく

か、根本的な解決策として、位置指定道路として認定を受けた道路については、その所有権を

自治体へ移管するようにしていただきたい。 
 上記にある市町の道路認定、移管について整備基準等があり、現状認定等が行われることが

困難であるため、位置指定道路認定の手続きの簡素化、緩和をしていただきたい。 
 また、位置指定道路の水道工事を行う際、掘削等の承諾を土地所有者などから必要とする市

町があり、土地所有者などから承諾料の請求、または承諾拒否などにより配管の取り直しが困

難な事例があることから、水道工事等で所有者から掘削等の承諾書の提出する条件の緩和、簡

素化をしていただきたい。  
                                      以上 
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【回答書】 
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 会員各位                        静岡県宅建政治連盟 

  22002211 年年度度 会会費費払払込込票票（（郵郵便便ハハガガキキ））をを送送りりまますす   

1. 納入方法は、コンビニエンスストアを利⽤した収納代⾏サービスです 

  いつでも  皆様のご都合の良い時間にお⽀払いいただけます。 

  どこでも  全国のコンビニエンスストアよりお⽀払いが可能です。取り扱い店舗も、セブンイレブン、ローソン、ファミ
リーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキなど、県内を網羅しています。 

  かんたんに  
 

払込票（兼 請求書）に添えて現⾦をお持ちいただくだけで、コンビニ店頭で簡単にお⽀払いができます。
振込⼿数料のご負担もありません。 

2. 払込票（兼 請求書）は、圧着ハガキで郵送します 
 ① 会費は、従来どおり 年額5,000 円 です。 

 ② 会費明細が記載された払込票（兼 請求書）を圧着ハガキで郵送します。個⼈情報漏洩の心配はありません。これを
お近くのコンビニへご持参の上お⽀払い下さい。 

 ③ 払込票には支払期限が設定されていますので、期限を過ぎますとその払込票では支払いができなくなります。必ず期
限までにお⽀払い下さい。これ以降は指定⼝座への振込みをお願いすることになり、振込⼿数料もご負担いただくこと
になりますので、ご注意願います。 

 ④ 領収書は、改めて当連盟より発⾏しません。コンビニ店頭で受領印の押された領収書と請求書の部分がその場で返却
されますので、⼤切に保管して下さい。 

3. 会費ご請求･お支払いの流れ（2021 年度分） 
払込票の発送 

（4 月27 日） 
   

  

コンビニでお支払い 
（支払期限︓5 月31 日）  

 当連盟本部での 
入⾦確認事務  

 入⾦済み 
（完 了）  

4. その他、お願い 
 ① 収納代⾏による電算処理にて集計を⾏ないますので、本部または宅建協会各⽀部での現⾦による受領は致しません。 
  お⼿数でも最寄りのコンビニエンスストアでお⽀払い下さるよう、お願い致します。 

 ② 宅建協会の会費につきましても、コンプライアンス遵守により、同様の払込票を別途郵送致します。 

 【注】雨などで圧着ハガキが濡れてしまった場合は、必ず乾かしてから開いて下さい。 

 

党員会員の皆様へ 

 令和２年度の自由民主党静岡県宅建支部（職域支部）登録党員数は、1,186名〔会員比 43.8%〕でし

た。 継続党員の皆様の「「党党員員証証」」は事務局にて預かっておりますので、必要な方はご連絡頂ければ発送

致します。                    静岡県宅建政治連盟 事務局 Tel.054-246-7175 （担当：楠元） 
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